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「国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会」 

「ともに行動する企業」と「国産材の家」マークを展開 
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「国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会」の設立にかかわる概要 

１．趣旨 

    日本の森林を憂い何らかの行動を起こしていくことに賛同する企業・消費者・ＮＰＯ等と森林・林業

関係者が力を合わせ、国産材の活用を通じて日本の森林を守る運動に踏み出すこととし、森林・林

業・木材産業関係６団体は、「国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会」を設立する。 

    こうした取組の第一歩として、日本の森林のため可能な限り国産材を活用するとの姿勢を明らか

にした有志企業と森林 林業 木材産業関係団体が協力して消費者に理解を求め、国産材の家

マークの活用を通じた国産材の利用拡大を日本の森林の健全化への取組をスタートさせる。 

２．日本の森林を守る運動の仕組み  

（1） 「国産材の活用を通じて日本の森林を守る運動推進協議会」の設立（H29.10.27） 

    日本林業協会を中心とした森林・林業・木材産業関係団体は、「国産材を活用し日本の森林を

守る運動推進協議会」（以下、「協議会」という。）を設立し、国産材の優先利用に向けて行動する

企業を認定するなど国産材利川拡大へ向けた活動を行う。 日本の森林を憂い何らかの行動を起

こしていくことに賛同する企業・消費者・ＮＰＯ等と森林・林業関係者が力を合わせ、国産材の活用

を通じて日本の森林を守る運動に踏み出す。 

（2） 日本の森林を守る企業の認定 

    協議会は、国産材を優先的に利用することを宣言し、日本の森林を守るために行動する企業を

「日本の森林を守るために共に行動する企業（以下、「共に行動する企業」という。）」として認定す

る。 

（3） 「共に行動する企業」マーク等の制定 

    協議会は、認定企業が極力国産材を使用するよう努力していること及びその環境貢献度等を対

外的にＰＲできるようにするため、認定企業であることを表す「共に行動する企業」マーク及び認定

企業の建築する住宅等に貼付する「日本の森林を守るため国産材を優先利用した家マーク（以

下、「国産材の家マーク」という。）」を制定する。  

３．制度の運用  

（1） 信頼性の保持 

    協議会は、定期的に認定状況の公表やＰＲを行うとともに、企業による取組みが公正になされて

いるかについて、必要の応じ検査を行い、信頼性の保持に努めるとともに、ＨＰ等に掲載する。 

    検査・普及等の対応は、各県木連の協力の下、進めることを検討する。 

（2） マークの管理 。 

  協議会は、マークの使用企業に対して必要な対価の支払いを求めるものとする。 

  マークの使用料収入については、制度維持のために使用するとともに、国産材利用拡大に向けた 

 技術的課題の克服、マーク使用の意義のＰＲ等も含めて、国産材利用拡大対策の推進体制の強 

 化等に活用する。 

（3） 表彰や広報活動 

    協議会は、国産材の積極的な活用に取組んだ企業に対しての表彰や制度普及のための広報、

マークを貼付した住宅の見学会や記念シンポジウム等、内外へのＰＲ活動に取り組むこととする。  
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協会報10月号は内閣改造のため発行を11/2 としました。 


